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通勤手当の非課税限度額を引上げ
今年１月から10万円を15万円に

毎年12月に取りまとめられる税制改正大綱では、税制改正法案に盛り込まれる
もの以外に政省令や通達レベルの取扱いの見直しも含まれるが、昨年12月16日
に公表された2016年度税制改正大綱にもいくつか明示されている。

その１つが、「所得税法施行令の一部を改正する政令」により見直される通勤手
当の非課税限度額の引上げがある。通勤手当の非課税限度額の引上げは、
1998年に月５万円から10万円に引き上げられて以来18年ぶりの見直しとなる。
今回の見直しでは、月10万円とされている通期手当又は通勤用定期乗車券の非
課税限度額が、５万円上乗せされて月15万円となる。

今後、非課税とされる通勤手当の金額を定めた所得税法施行令を改正すること
になるが、適用は、今年１月１日以後に受けるべき通勤手当について適用される
予定となっている。政令改正は３月の年度末あたりと考えられることから、遡って
の適用となる。通勤手当は支給することが法律で義務付けられてはいないが、９
割以上の企業が導入しているとみられる。企業によっては、就業規則等で、通勤
手当の上限額について具体的な金額を明示せず、税法上の「非課税限度額を上
限」などと規定しているところも少なくないと思われるが、このような企業では、就
業規則等を変更しない限り、税制改正による通勤手当の上限額の引上げが自動
的に適用されることになるので要注意だ。


